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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58号） 

 

（定義） 

第二条  

２ この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

をいう。次項第二号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若

しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号

を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。） 

二 個人識別符号が含まれるもの 

 

５ この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人

情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有してい

るものをいう。ただし、行政文書（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法

律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。）第二条第二項に規定する行政文書をいう。

以下同じ。）に記録されているものに限る。 

 

 

 

（利用及び提供の制限） 

第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報

を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。た

だし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、

本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでな

い。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場

合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提

供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行

に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて

相当な理由のあるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を

提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有

個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。 
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○「解説 行政機関等個人情報保護法」（総務省行政管理局）抜粋 

【趣旨】 

 本条は、保有個人情報の利用・提供について、利用目的外の利用・提供を原則として禁止し、本人の利益や

社会公共の利益になる場合など一定の場合にのみ、利用目的外に利用・提供することができることを定めるも

のである。 

 

【解説】 

二 保有個人情報の利用目的以外の利用・提供制限の例外（第二項） 

（３）行政機関内部の利用（第二号）及び他の行政機関等への提供（第三号） 

ア 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人は、それぞれ法令の定めるところ

により公共性の高い事務を遂行しており、このような法令の定める事務又は業務を遂行するに当たり、国

民負担の軽減、行政サービスの向上、行政運営の効率化などを図る観点から、行政機関が保有する保有個

人情報を利用目的以外に利用することが必要な場合が考えられる。 

 第二号及び第三号は、保有個人情報の利用目的以外の利用・提供の原則禁止の例外として、行政機関が

保有個人情報を内部で利用する場合、又は行政機関から他の行政機関等が保有個人情報の提供を受けて利

用する場合について、法令の定める当該機関の事務の遂行に必要な限度で、かつ、相当な理由がある場合

にのみ、保有個人情報を利用目的以外に利用・提供できることとしたものである。 

イ 「相当な理由のあるとき」とは、行政機関の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会

通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められる。相当な理由があるかどうかは、保有個人情

報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を勘案して、行政機関の長が個別に判断することとなるが、例

（利用及び提供の制限） 

第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的

以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利

用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に

侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であっ

て、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合

において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に

係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供すると

き、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供するこ

とについて特別の理由のあるとき。 

３、４ （略） 
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外的に利用目的以外の利用・提供が許容されるという本号の趣旨から、例外としてふさわしい理由である

ことが求められる。 

（４）行政機関等以外の者への提供（第四号） 

ア～イ（略） 

ウ 「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき」とは、本来行政機関において厳

格に管理すべき個人情報について、行政機関等以外の者に例外として提供することが認められるためにふ

さわしい要件として、個人情報の性質、利用目的等に則して、「相当な理由」よりも更に厳格な理由が必

要であるとする趣旨である。 

 具体的には、①行政機関に提供する場合と同程度の公益性があること、②提供を受ける側が自ら情報を

収集することが著しく困難であるか、又は提供を受ける側の事務が緊急を要すること、③情報の提供を受

けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であること等の、正に特別の理由が必要と

される。 

 例えば、国際協力のため外国政府、国際機関等に提供する場合等が考えられる。 
 




